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被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供

警察に対する要望・相談等の聴取

防犯上の指導連絡

❷ 精神的被害の回復への支援

カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置

精神科医や民間のカウンセラーとの連携

犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度

各種相談窓口の設置

カウンセリング体制の整備

犯罪被害者に対応するカウンセラー（被害者は模擬）

安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル 

匿名通報ダイヤル 0120-924-839
ウェブサイト https://www.tokumei24.jp
（スマートフォン対応可）

●犯罪被害給付制度の運用状況

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

　犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯
罪行為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族（第
一順位遺族）や重傷病を負い、又は身体に障害が残っ
た犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づ
き、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、
経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
　この制度は、通り魔殺人事件被害者のご遺族、犯罪
被害者学の研究者、弁護士会等から公的な犯罪被害者
補償制度の確立の必要性が主張され、さらに、昭和49
年8月30日に発生した三菱重工ビル爆破事件（死者8
人、負傷者380人）などを契機として、国会、マスコミ
などで大きく論議されたことにより、犯罪被害者補償
制度の確立を求める声が高まったことを踏まえ、昭和
55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定
され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
　その後、重傷病給付金の創設や支給要件の緩和、親
族間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しなど、法令
改正により、犯罪被害給付制度の拡充が図られ、令和
元年度は、316人の犯罪被害者等に対し、約10億
2,900万円の支給裁定を行いました。

● 対象となる犯罪被害
　本制度による給付金の支給の対象となる犯罪は、日
本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空
機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に
当たる犯罪行為（過失犯を除く。）による死亡、重傷病
又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又
は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が
罰せられない場合も、対象に含まれます。

犯罪被害給付制度

❸ 経済的負担の軽減に資する支援

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

　国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外に
おいて不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対
して、国が弔慰金や見舞金を支給するもので
す。具体的には、国外において犯罪被害を受け
死亡した日本国民（日本国外の永住者を除
く。）の遺族（犯罪行為の発生時、日本国籍を
有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を
除く。）に対して国外犯罪被害弔慰金（200万
円）を、障害（障害等級第一級相当）を負った日
本国民に対して国外犯罪被害見舞金（100万
円）をそれぞれ支給することとしています。
　また、本制度の対象となる犯罪被害は、日本
国外において行われた人の生命又は身体を害
する行為（※）のうち、当該行為が日本国内にお
いて行われた場合に、日本国の法令によれば罪
に当たるもの（正当行為、正当防衛及び過失は
除く。）による死亡又は障害です。
　国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようと
する方は、都道府県公安委員会に申請して支給
の裁定を受ける必要がありますが、日本国内に
住所を有していない方については、領事官経由
で申請することも可能です。
※　日本国外にある日本船舶又は日本航空機
内において行われたものは本制度の対象では
なく、犯罪被害給付制度の対象となります。

11

被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供

警察に対する要望・相談等の聴取

防犯上の指導連絡

❷ 精神的被害の回復への支援

カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置

精神科医や民間のカウンセラーとの連携

犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度

地域警察官による犯罪被害者訪問・連絡活動

各種相談窓口の設置

カウンセリング体制の整備

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

 ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者への配慮及び情報提供

犯罪被害者に対応するカウンセラー（被害者は模擬）

　交番等の地域警察官は、その受持ち地区に居住する
犯罪被害者の再被害を予防し、その不安感を解消する
ため、犯罪被害者の要望に基づき訪問・連絡活動を実施
しています。
　この訪問・連絡活動では、

などを行っています。また、犯罪被害者の要望を受け、周
辺のパトロールや女性警察官による訪問・連絡活動を行
っています。

　警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる総合
窓口を警察本部に設置しています。電話による相談に
ついても、全国統一番号の相談専用電話「＃9110番」
を設置しており、警察本部の相談総合窓口につながるよ
うになっています。また、このような総合的な相談に加
え、犯罪被害者のニーズに応じて、性犯罪相談、少年
相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けていま
す。

　犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者に
対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリング
が必要となることがあります。そこで、警察では、その精
神的被害を軽減するため、

などにより、犯罪被害者のための相談・カウンセリング体
制を整備しています。
　また、被害少年に対しては、専門職員（少年補導職員）
が部外専門家等の助言を受けながら、カウンセリングを
実施しています。

安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル 
　平成19年10月１日から、被害者本人からの申告が期
待しにくく、被害が潜在化しやすい犯罪を早期に認知して
検挙に結び付けるため、警察庁の委託を受けた民間団体
が、一定の犯罪等に係る通報を匿名で受け付け、有効な
通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイ
ヤル」を運用しています。
　現在は、暴力団が関与する犯罪、犯罪インフラ、薬物・拳
銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取
引事犯などを通報対象事案として、犯人の検挙や被害者
の早期保護に役立てています。

匿名通報ダイヤル 0120-924-839
ウェブサイト https://www.tokumei24.jp
（スマートフォン対応可）

●犯罪被害給付制度の運用状況

● 対象となる犯罪被害
　本制度による給付金の支給の対象となる犯罪は、日
本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空
機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に
当たる犯罪行為（過失犯を除く。）による死亡、重傷病
又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又
は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が
罰せられない場合も、対象に含まれます。
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❸ 経済的負担の軽減に資する支援

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

　国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外に
おいて不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対
して、国が弔慰金や見舞金を支給するもので
す。具体的には、国外において犯罪被害を受け
死亡した日本国民（日本国外の永住者を除
く。）の遺族（犯罪行為の発生時、日本国籍を
有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を
除く。）に対して国外犯罪被害弔慰金（200万
円）を、障害（障害等級第一級相当）を負った日
本国民に対して国外犯罪被害見舞金（100万
円）をそれぞれ支給することとしています。
　また、本制度の対象となる犯罪被害は、日本
国外において行われた人の生命又は身体を害
する行為（※）のうち、当該行為が日本国内にお
いて行われた場合に、日本国の法令によれば罪
に当たるもの（正当行為、正当防衛及び過失は
除く。）による死亡又は障害です。
　国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようと
する方は、都道府県公安委員会に申請して支給
の裁定を受ける必要がありますが、日本国内に
住所を有していない方については、領事官経由
で申請することも可能です。
※　日本国外にある日本船舶又は日本航空機
内において行われたものは本制度の対象では
なく、犯罪被害給付制度の対象となります。

年度
区分 30年度 元年度

申請に係る犯罪被害者数（人）
（申請者数（人））

386
（455）

385
（470）

裁定に係る犯罪被害者数（人）
（裁定件数（件））

329
（370）

375
（461）

支給裁定に係る犯罪被害者数（人）
（裁定件数（件））

295
（332）

316
（393）

不支給裁定に係る犯罪被害者数（人）
（裁定件数（件））

34
（38）

59
（68）

裁定金額（百万円） 724 1,029

3. 犯罪被害者等支援のための具体的施策3. 犯罪被害者等支援のための具体的施策

地域警察官による犯罪被害者等訪問・連絡活動
　交番等の地域警察官は、その受持ち地区に居住する
犯罪被害者等の再被害を予防し、その不安感を解消す
るため、犯罪被害者等の要望に基づき訪問・連絡活動を
実施しています。
　この訪問・連絡活動では、

　犯罪被害者本人からの申告が期待しにくく、被害が潜
在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるた
め、警察庁の委託を受けた民間団体が、一定の犯罪等に
係る通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対
して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用してい
ます。
　現在は、暴力団が関与する犯罪、犯罪インフラ、薬物・拳
銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取
引事犯等を通報対象事案として、犯人の検挙や犯罪被害
者等の早期保護に役立てています。

　犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行
為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族（第一順位遺
族）や重傷病を負い、又は身体に障害が残った犯罪被害者
に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を
早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生
活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等
給付金を支給するものです。
　この制度は、通り魔殺人事件被害者のご遺族、犯罪被害者
学の研究者、弁護士会等から公的な犯罪被害者補償制度の確
立の必要性が主張され、さらに、昭和49年8月30日に発生
した三菱重工ビル爆破事件（死者8人、負傷者380人）等を
契機として、国会、マスコミ等で大きく論議されたことによ
り、犯罪被害者補償制度の確立を求める声が高まったことを
踏まえ、昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」
が制定され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
　その後、重傷病給付金の創設や支給要件の緩和、親族
間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しなど、法令改正
により、犯罪被害給付制度の拡充が図られ、令和4年度
は、366人の犯罪被害者等に対し、約14億8,400万円
の支給裁定を行いました。

等を行っています。また、犯罪被害者等の要望を受け、周
辺のパトロールを行っています。

　警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる総合
窓口を警察本部に設置しています。電話による相談に
ついても、全国統一の警察相談専用電話「＃9110」番
を設置しており、警察本部の相談総合窓口につながるよ
うになっています。また、このような総合的な相談に加
え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪被害相談、
少年相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けて
います。

　犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者等
に対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリン
グが必要となることがあります。そこで、警察では、その
精神的被害を軽減するため、

等により、犯罪被害者等のための相談・カウンセリング体
制を整備しています。
　また、被害少年に対しては、専門職員（少年補導職員）
が部外専門家等の助言を受けながら、カウンセリングを
実施しています。

369
（440）

296
（377）

263
（338）

33
（39）
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❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供

2年度

381
（443）

334
（396）

288
（347）

46
（49）

1,009

3年度

375
（445）

403
（477）

366
（439）

37
（38）

1,484

4年度

※　裁定金額について、百万円以下は四捨五入で整理。
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